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●凡例… 日時（日程）、 会場・場所、 内容、 対象・定員、 講師、 出演、

　　　　 費用（記載の無い催しは無料）、 持ち物、 申し込み、 問い合わせ

◆受動喫煙の防止対策について　　

　健康増進法で、多数の人が利用する集
会場や飲食店等の施設では受動喫煙（室
内等で、他人のたばこの煙を吸う)の防止

対策が求められています。これらの施設
の管理者は、受動喫煙防止対策の措置を
講ずるようお願いします。

保健センター ( 31-1586)

◆ポリオ(小児マヒ)ワクチン追加接種

昭和50～52年生れのかたは、ポリオ免疫
を保有している人の割合の低いことが、厚
生労働省の調査でわかっています。ポリオ

ウィルス常在国に渡航する時や、子どもが
ポリオ生ワクチンの予防接種を受けると
きは追加接種をお勧めします。＜有料・要

予約＞　 兵庫医科大学病院小児科外来
( 0798-45-6111）・神戸市保健所( 078-
232-7586）　 保健センター( 31-1586）

◆「兵庫県青年洋上大学」参加者募集
９月15日～23日　 大型客船での洋上

生活と中国でのホームステイ　 県内在
住・在勤・在学のおおむね20～35歳、100
人(選考)　 124,000円(事前、事後研修

会費等は別途必要)　 ６月23日(金)ま
でに、所定の申込用紙を下記へ 　 兵庫
県青少年本部交流担当( 078-360-8581)

◆社会福祉協議会からのお知らせ
社会福祉協議会( 32-7530)

【高齢者「会食懇談会」】

５月25日(木)12時　 老人福祉会館　
市内70歳以上のかた、先着40人　

500円　 ５月15日(月)から上記で受付

【お茶のみ友達相談】
５月20日(土)９時30分～11時30分　

福祉会館　 男性60歳、女性55歳以上の

独身のかた

◆個別健康教育～喫煙～

５月31日は世界禁煙デーです。たばこの
煙には、１本に60種類の発がん性物質等
が含まれています。禁煙に関心のあるか

た、ぜひ参加ください。　 ５月30日(火)
14時～15時　 呼気CO濃度検査等　 ＆

＆ 保健センター ( 31-1586)

◆「犬のお手入れについて」講習会
６月３日(土)13時30分～16時　 医学

に基づいたワンランク上のお手入れ　

100人　 ５月23日(火)までに、はがき・電
話・ファクス・メールで、講習会名・住所・氏
名・電話(ファクス)番号を記入し、下記へ

＆ 兵庫県動物愛護センター( 06-
6432-4599/FAX06-6432-2399/Ｅ メ ー ル 
doubutsuaigo@elis.pref.hyogo.jp 〒

661-0047　尼崎市西昆陽4-1-1)

◆幼児の食事とおやつの教室

６月９日(金)13時30分～15時　 １歳
６カ月～３歳児とその保護者30組＜要予
約＞１歳以上託児あり　 「幼時の歯と

健康」噛みごたえのある食品の展示・試
食・歯の相談　 歯科医師・村岡憲次氏

＆ ＆ 保健センター ( 31-1586)　

固定資産税･都市計画税（第１期分）
／課税課固定資産税担当 38-2017

法人市民税･事業所税（3月31日決算の法

人等）　　　／課税課管理担当 38-2015
軽自動車税 ／課税課管理担当 38-2015
自動車税／阪神南県民局西宮県税事務所

0798-23-7788
～納付は便利な口座振替で～
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問い合わせ　公民館　緯35-0700(〒659-0068 業平町8-24)

■日　　時　６月10日(土)午後１時30分～３時

■会　　場　市民センター音楽室　

■出　　演　北浦洋子(バイオリン) 

　　　　　　竹内素子(ピノ）

■曲　　目　チゴイネルワイゼン／トルコ行進曲

　　　　　　／アヴェ・マリア　ほか

■参 加 費　500円

■申し込み　往復はがきに、住所・氏名・電話番号・参加

　　　　　　人数を記入し、５月29日(月)までに下記へ

公民館・音楽会

バイオリン名曲コンサート
戦争体験記・当時の風景等を募集します

　戦後60年が経過し、戦争を体験したかたがたの証言を聞く機会がますます少なくなる中で、戦争がいかに

悲惨で許すことのできないものであるかを、次世代へ語り継ぐことが急がれています。一人ひとりの体験が

すべて貴重な証言です。また、戦前・戦中・戦後の芦屋の風景などを写した写真を募集します。お寄せいた

だいたものは、平和展等の資料として活用します。

　　■募集内容　①戦中・戦後の市内での自らの体験や肉親などから直接聞いた体験談等

　　　　　　　　②戦中・戦後に市内に居住(学童疎開を含む)していたかたの体験談

　　　　　　　　③戦争関連資料など

　　　　　　　　④戦前・戦中・戦後の芦屋の風景や生活を写した写真など　※③④は、展示終了後返却

　　■応募方法　①②は2,000字以内､④には撮影時期・場所・状況などをわかる範囲で記載し、いずれも住

　　　　　　　　所・氏名・年齢・電話番号を記入し、６月30日（金）までに下記へ。

問い合わせ　行政経営課　 38-2005(〒659-8501　住所不要)

「下水」の水質検査結果 下水処理場　緯32-1291

用語の説明　【ＰＨ】水素イオン濃度。酸性度を示し７が中性。
７より大きいほどアルカリ性が、小さいほど酸性が強い。【ＳＳ】
不溶性の固形物。水質汚染の原因になる。【ＢＯＤ】生物化学的
酸素要求量。数値が高いほど有機物が多い。

活性汚泥
法処理に
よる基準

平成18年４月４日平成18年３月29日
　　　　　 試験日
試験項目

晴れ晴れ天　　　候
14.2℃9.0℃気　　　温

処理水流入水処理水流入水検　水　名
18.518.518.017.5水　　　温（℃）

5.8～8.66.77.56.77.6Ｐ　　　Ｈ
70以下31344144Ｓ　　　Ｓ（葵/渥）
20以下8.31929.2149Ｂ　Ｏ　Ｄ（葵/渥）

3,000以下051000047,000大腸菌群数（個/悪）
前　日      晴れ  

前々日    雨/曇
前　日    曇/雨
前々日      晴れ  

備　　　　　 　考

毎月2 0日は

「阪神地域ノーマイカーデー」

車の利用はひかえめに

　梅雨の出水期を前に、次のとおり市・

消防本

部・消防

団によ

る水防

訓練を

実施し

ます。

■日時　６月２日（金）午前10時～11時

■会場　芦屋川川尻

水防訓練

問い合わせ

消防本部警防課　 32-2345

フォークソングコンサート

～芸術・文化は私たちの暮らしの中に～

　入館者サービス

の第１弾です。展覧

会と共に、懐かしの

フォークソングを

お楽しみください。

■日時　５月27日（土）午後３時30分～

■会場　美術博物館・前庭(雨天・館内)

■費用　入館料(一般・300円、大高生・

　　　　200円、中学生以下・無料)

問い合わせ

美術博物館　 38-5432

問い合わせ 
ラポルテ市民サービスコーナー　緯31-3130

■窓口ご利用時間
　平日(月～金曜日)　午前10時～午後７時

　土・日・祝日　　　午前10時～午後５時
■休業日　５月18日(木)・６月８日(木)・15日(木)
■交付内容　住民票の写し、印鑑登録証明書、

　戸籍全部・個人事項証明市民税県民税課税
　証明書、固定資産課税台帳記載事項証明書等
【ご注意】土・日・祝日と、平日の午後５時

　15分以降は、戸籍・除籍・改正原戸籍謄抄
　本や税務証明等は申請受付のみで、証明書
　発行は翌開庁日となります。各種届出・登録

　の手続きは、市役所市民課へ。

　市は、自転車事故防止を図るため、平成18年度に「自転

車運転免許証等制度モデル地区」の指定を受けました。

　自転車運転免許証（修了証）を交付する「自転車交通安全

教室」を開催し、交通ルールを守った自転車の正しい乗り

方やマナーを実践する模範運転者づくりを促進します。

道路上に自転車等の放置は厳禁

自転車運転免許証等制度
モデル地区指定について

　放置自転車等は歩行者をはじめ車の通行の支障となり、危

険です。駐車するときは自転車駐車場を利用しましょう。

また満車が予想される場合は、他の交通機関を利用しましょ

う。迷惑駐輪や放置行為をしないようにしましょう。また、

市では駅周辺に自転車等放置禁止区域を設けています。こ

の区域内に放置されている自転車や原動機付自転車は移送

の対象となります。

　なお移送された自転車等の保管・返還場所ならびに保管・

返還料金は、次のとおりです。

■返還日時　月・水・金・土曜日の午前10時から午後６時

（日・祝日および

12月29日～１月

３日は休業）　

■移送・返還料

(１台につき)　

自転車…3,000

円／原動機付自

転車…5,000円

　放置車両についての使用者責任の拡充や、放置車両の確認と標章の取り付けに関する事務

（確認事務）の民間委託等を内容とする新しい駐車制度が、６月１日からスタートします。

・確認標章（ステッカー）が取り付けられた車両について、運転者の責任追及ができない場合、

　放置車両の使用者に放置違反金（反則金と同額）の納付が命ぜられる場合があります。

・放置違反金の納付を繰り返し命ぜられた車両の使用者に対しては、一定期間、車両の使

　用を制限する命令がなされます。

　■

・放置違反金を滞納して公安委員会による督促を受けた者は、滞納状態が解消されない限り、

　車検手続きを完了することができません。

　■

・良好な駐車秩序を確立するため、放置駐車違反であることが確認された車両については、　

　駐車時間の長短にかかわらず、ステッカーの取り付け対象とします。

　■

・警察官以外に民間の「駐車監視員」が巡回し、放置駐車違反の車両を確認した場合は、そ

　の車両にステッカーを取り付けます。

・確認事務を民間委託する警察署については、駐車監視員が重点的に取り締りを行う場所・

　時間帯を定めたガイドラインを策定し、公表します。

問い合わせ　芦屋警察署　 23-0110

違法駐車の取り締り制度が変わります!

■自転車の通るところ

　歩車道の区別のない道路や車道を通るときは左端を通り、路側帯があるとこ

ろでは路側帯を通りましょう。車道を通るのが危ないときは、安全のために歩

道を通行しましょう。歩道では自転車から降り、押して通らなければなりませ

ん。「自転車及び歩行者専用」の標識のある歩道ではそこを通りますが、歩行者

の妨げとなる場合は一時停止し、じゅうぶん速度を落として通行してください。

■信号や標識・標示に従いましょう

　自転車は、車両用の信号に従います。しかし、信号機に「歩行者・自転車専

用」標示がある場合には、その信号に従ってください。標識・標示に注意して、

必ずそのルールに従いましょう。

■横断の仕方

　横断するとき、近くに自転車横断帯や横断歩道がある場合には、必ずそこを

通りましょう。横断歩道では、自転車から降り、押して渡ってください。自転

車横断帯や横断歩道がない場合は、右・左の見通しのよくきくところを選び、

車のとぎれるのを待って道路を直角に渡りましょう。進む方向を急に変えた

り、斜め横断や突然のＵターンは危険です。

■踏切の渡り方

　踏切では必ず一度止まり、右・左の安全を確かめます。警報機が鳴り出した

り遮断機が閉まりかけていたら、絶対に入ってはいけません。踏切では、自転

車を降り、押して渡りましょう。片方からの列車が通り過ぎても、もう一方か

ら列車がくることがあるので注意しましょう。

　市内の過去５年間（平成13年～17年）の交通事故の累計は、2,654件で、自転車に関係する事故は669件（25.5％）という状況です。このう

ち子どもの自転車関係事故は、74件（11.1％）、中高生の自転車関係事故では68件（10.2％）、高齢者の自転車関係事故では109件（16.3％）で

した。 こうした中、自転車等の道路上への放置が問題となっているため、自転車利用者のマナーや交通安全意識の向上が求められてい

ます。そこで、今回は「特に注意してほしい自転車の交通ルールとマナー」についてお知らせします。 
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適
当
な
高
さ
で

固
定
さ
れ
て
い
ま
す
か
？

乗
る
前
に　
　
　
　
　
　
　

必
ず
点
検
し
ま
し
ょ
う

③
ブ
レ
ー
キ
は
、
前
後
輪
と
も
よ
く
効
い
て

い
ま
す
か
？

④
タ
イ
ヤ
に
は
、
十
分
な
空
気
が
入
っ
て
い

ま
す
か
？

⑤
ベ
ル
な
ど
は
、
よ
く
鳴
り
ま
す
か
？

⑥
ラ
イ
ト
は
、
明
る
い
で
す
か
？

　

夜
、
自
転
車
に
乗
る
と
き
は
必
ず
ラ
イ
ト

を
つ
け
ま
す
。
夕
暮
れ
時
は
、
早
め
の
点
灯

を
心
が
け
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
夜
は
白
っ
ぽ

い
服
を
着
た
り
、
服
や
自
転
車
の
横
に
も
反

射
材
を
つ
け
る
な
ど
、
車
を
運
転
す
る
人
か

ら
も
見
え
や
す
く
し
ま
し
ょ
う
。

夜
間
の
ラ
イ
ト
点
灯
義
務

●　自転車の「交通ルール」を守りましょう　●

思
い
や
り
と
譲
り
合
い
の　

　

運
転
を
心
が
け
ま
し
ょ
う

飛
び
出
し
は
や
め
ま
し
ょ
う

交
差
点
で
の
注
意　
　
　

　

交
差
点
を
通
る
と
き
は
、
前
方
か
ら
直
進

し
て
く
る
車
や
、
右
折
す
る
車
に
気
を
つ
け

ま
し
ょ
う
。

　

交
差
点
で
は
、
直
進
・
右
折
・
左
折
、
い

ず
れ
の
場
合
に
も
多
く
の
危
険
が
あ
り
ま

す
。
左
折
し
よ
う
と
す
る
自
動
車
に
ぶ
つ

か
っ
た
り
、
巻
き
込
ま
れ
た
り
す
る
事
故
が

多
く
見
ら
れ
ま
す
。

　

少
し
の
心
の
余
裕
が
、
事
故
を
未
然
に
防

ぎ
ま
す
。
路
肩
に
止
ま
っ
て
安
全
を
確
認

し
、
後
方
の
車
が
左
折
し
終
わ
る
ま
で
待
つ

よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

　

飲
酒
運
転
は
厳
罰
で
す
。
二
人
乗
り
や

ジ
グ
ザ
グ
運
転
、
横
に
並
ん
で
走
っ
た
り
、

傘
を
さ
し
た
り
、
犬
を
引
い
て
乗
る
こ
と
は

大
変
危
険
で
す
。
絶
対
に
や
め
ま
し
ょ
う
。

自
転
車
の
「
飲
酒
運
転
」　
　

危
な
い
！　

や
め
よ
う
！

お知らせ

●ＪＲ芦屋駅周辺では、放置自転車が歩行

者の通行の妨げとなっています。

　現在、こうした放置自転車の解消に向け

て、新たな自転車駐車

場の整備を行うことを

計画しています。

問い合わせ　道路課　 38-2063

自転車事故が増えています！

北浦　洋子


